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宋

　

之

　

問

　

論

（ 下）

高

　 　

木

　 　

重

　 　

俊

四

　

宋之

間
は
再
び
京
官
と
な
り
、
中
宗
の
朝に

立
つ
こ
とに

な

っ
た
。
その神

龍
二
年

（ 七

〇
六）十

月
、
中
宗
は
長
安に

帰り

、
宋之

問
も長安を

活動

の

舞
台
と
す
る
。
『唐会要

』巻

六四

「史館

下
・宏文

館
」
の
条
に
、
景
龍
二
年

（ 七〇

八
）
五
月五

日に

戸
部員

外郎

宋
之
問
を
修文館

直
学士にし

た
旨
の記

載
が
あ
り
、
彼
は
神龍

二
年
三
月
に
鴻臆

寺主

簿

（ 従

七品

上
）
とな

っ
て
ま

も
な
く
、
戸
部
員外

郎（

従
六品

上
）
に
転
じ
た
ことが

わか

る
。
『 旧

唐
書
』

三
早
湊
伝附

章
虚
心
伝
」
には

、
章
虚
心
の父の

維
が
戸部

郎中

と
し
て剖

判
を

善
く
し
、
員外

郎
の宋之

問が

詩
に
工
み
で
あ

っ
た
と
ころか

ら
、
戸部

に
二

妙あり

と称

された話

が
載

っ
て
い
る
。
宋之

間
の
詩才

は
、
中
宗朝で

も評

価され

、
そ
れに

よ
っ
て修文

館
直
学
士
に
任
じら

れ
た
の
で
あ
る
。
また

、

彼
の

「祭
杜学

士
審言文

」
は「

維れ大

唐の

景龍

二
年
、
歳
次
戊申

、
月
日
、

考
功員

外
郎
宋之

問
、
謹み

て
清
酌
の
員を以

て
、
敬
みて

故修

文館

学士

杜

君
の霊を

祭
る
」
と書

き出

さ
れ
、
文
末
には「

孟冬

十
日
、
共
に
君を

帰る

、

君に

霊あ

らば

、
聞
くや

聞
か
ず
や
」
と
いう

記述が

あ
る
。
宋
之
間とと

も

に
修文

館
直
学
士
と
な

っ
た杜

審言

は
、
景龍

二
年
十
月
に
世
を
去

っ
た
。
こ

の祭

文に

よ
れ
ば
、
宋之間

は
こ
の年

の秋

ご
ろ
に
考
功
員外

郎
（従
六品

上
）

に
転
じ
た
ことに

な
る
。
官
階
か
ら
すれ

ば
横
すべ

りで

あ
る
が
、
戸口

や
土

田な

ど
を
掌
る
前部

に
比べ

て
、
文
武百

官
の
功
過を

査定

する吏部

考
功
曹

の
方
が
官職

と
し
て
は
重
い
。
『 新

唐
書
』 本伝

では

、
彼が

考
功
員
外
郎を

得

た
の
は
、
大
平
公
主
に
詔
事
し
たお

蔭で

ある

と
言う

。

　

そ
う
し
た事

情
は
と
もか

く
、
彼
は
こ
の年

に
貢
挙
を知

し
て
、
「後進を

引

抜
し
て
、
名
を
知
ら
るる

者多

し
」
（
『 旧

唐
書
』
本
伝
）
と称

される仕

事
を

す
る
。
『旧
唐
書
』
「章
述伝

」
に
は
、
章述

が
宋之

問
に
よ
っ
て
進士

科
に
登

第
し
た
と記

す
。

　

こ
う
し
た
官
僚とし

て
の
働
き
もさる

ことなが

ら
、
彼
の
名
が
こ
の
時
期

に
より高

く
喧
伝
される

の
は
、前
の
武
后朝

に
お
け
る
のと同

じ
く
、
「詞
人
」

と
し
ての活躍

に
よ
る
。
彼
は
修文

館
直
学士に

任
じ
ら
れ
て
、

一
流
詞
人
の

地
位
を
確
保
し
た
。

　

前
述
し
た
『唐
会
要
』 巻

六
四
に
よ
る
と
、
修
文館は

高
祖
の武徳

四
年

（
六

二一

）
に
初め

て
設置

さ
れ
、
のち

、
宏
文
館
、
昭文館

と改

め
ら
れ
て
、
神

龍
二
年
に
もと

の修

文
館に

呼称

を
復
し
て
い
る
。
景龍

二
年
四
月
二
十
二
日
、

中
宗
は
修文館に

大
学士

四員

・
学士

八員

・
直学士

十
二員

を
増置

し
、
「文

を
攻むる

の
土
」
を
徴
し
てこ

れ
に
充
て
た
。
各学士

の
任
命
は
逐次

行
われ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

三

一



三二

た
よ
う
であ

る
。

大
学士

　

〔
四
月
二
十三

日
〕
中書令

李幡・

兵
部尚

書宗

楚客

学

　

士

　

〔 四

月
二十五

日
〕
秘書監

劉憲・

中書侍

郎
窪
提

・
吏
部侍

郎

　 　

琴
義

・
太
常卿

鄭
情

・
給
事中李

適
・
中書舎

人
直蔵

用
・
同
李
叉
・

　 　

太子

中允劉

子元

　 　 　 　

〔 十

月
四
日
〕
兵
部
侍郎

強彦

昭・

給
事中

蘇額

・
起
居郎

沈
栓

　

期

直
学士

　

〔
五
月
五
日
〕
吏部侍

郎
醇穣

・
考
功
員外

郎馬

懐
素

・
戸
部員

　 　

外
郎
宋
之
間・

起居舎

人武平

一
・
国子主

簿杜

審言

俊

　 　 　

大
学士

四
員
・
学
士八員

・
直
学
士
十二員

という

構
成
は
、
四
時
・ 八

節
・

重

　

十
二
月
に
象

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『 唐

会要

』
に記

す
人数

は
、
こ
の
定員

に

木

　

合致

しな

い
。
た
だ
、
大
学
士

・
学士

・
直
学
士の

発令

は
、
当
初
、
おお

む

高

　

ね
官
階
の
高い順

に
行わ

れたこ

と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
十
月
四
日
に
追
加

　 　

発
令
さ
れたこ

ろか

ら
、
内部の

移
動も

行わ

れた

と考

え
ら
れ
る
。

　 　 　

『 唐詩

記事

』
巻
九

「李
適
」
の
条
に
も
学士

名
が記さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は

　 　

次の

通り

で
あ
る
。

大
学士

　

李
崎
－・
宗
楚客・

適
彦
昭

・
章
嗣
立

学

　

士

　

李
適

・
劉憲・

雀
提

・
鄭
情

・
慮蔵

用・

李
叉・ 琴

義

・ 劉

子
玄

直
学
士

　

．醇榎

・
馬懐

素・

宋之間

・
武
平一

・
杜
審言・

沈
栓
期

・
間
朝

　 　

隠

・
奉
安石

・
徐
堅

・
章元旦・ 徐彦

伯・

劉
允済

　

この

うち

、直
学士の徐堅

以
下の

四
名
は
後
に
追加

され

た
も
の
で
あ
る
。

『唐詩

記
事
』
の
記載

は
各
学士の

定
員
を
きち

ん
と
満た

し
て
い
ると

は
言

え
、
『唐
会要

』
に学

士と

し
て
記さ

れる

蘇
噸
は

『 唐詩

記事

』
には

見
えな

い
。
し
か
し
、
両唐

書
本伝

に
は
と
も
に
修
文
館学士

を加

えら

れ
たとあ

り
、

後の

表
に
示
す
よう

に
、
中
宗
の景

龍四

年
に
至
るま

で
の
間
に
多く

の応制

詩
を残

し
て
いる

か
ら
、
学
士の身

分を保

持
し
て
いた

と思われ

る
。
両
資

料
の
く
い違

い
は
、
学士の死

亡

・
外
職への

転出

な
ど
に
よ
り
、
内
部
で
移

動補充

が
行
わ
れ
た
事
実
を示

す
と理

解さ

れる

。

　

『 旧唐

書
』
「上官

昭
容伝

」
に

「腕
児

　

常
に
広く

昭
文の

学士を

置
く
を

勧め

、
盛
んに当朝

詞
学の

臣を引

き
、
数
し
ば
遊
宴
を賜

は
り
、
賦詩唱

和

せ
し
む
」
と
言
い
、
『 新唐

書
』
本
伝
に
も

「腕
児

　

帝
に書館

を修大

に
し
、

学士の員

を増

し
、
大臣

名
儒
を
引
き
て
選
に
充つ

る
を勧

む
」
と
言
う
よう

に
、修
文館

学士の

増員

は
上
官娩

児の

発議と

勧
懲
に
よ
るもの

であ

っ
た
。

彼
女
と修

文館

学士を

中心

と
す
る
景
龍年

間
の
宮
廷文壇の

活動

は
、
『 資治

通
鑑
』
「景龍二

年
」
の
条
に
、

　 　

毎
遊幸

禁
苑
、
或
宗
戚宴

集
、
学
士
無
不
畢
従
、
賦
詩
属
和
。
使上官

昭

　

容
第其

甲乙

、
優者賜

金常

。
同預宴者

、
惟
中
書
門
下
及長

参
王
公
親
貴

　

数
人而

己
。
至
大宴

、
方
召
八
座
九
列諸司五

品
以
上
預烏

。
於
是
天
下
卵

　

然争

以
文華相

尚
、
儒
学忠

護
之
士莫

得進

突
。

　

と
記さ

れる

に
至
る
。
こ
の
背
景
に
中
宗
の
文
学
愛
好
が
あるの

は
言うま

で
も
な
い
が
、
上
官
椀
児
の
存
在
もま

た大き

な
も
の
で
あ

っ
た
。
彼女

は
、

高
宗の龍湖

年
間（ 六六一

〜六

六
三
）
に

「上官

体
」
と
称
さ
れる華

麗
な

詩
風
に
よ
っ
て一

世
を
風
摩
し
た宰相

上官

儀
の
孫娘

で
あ
り
、麟
徳
元
年
（ 六

六四

）
に
祖
父
の
上
官
儀
と父の庭芝

が課

せ
ら
れたの

ち
、
母
と
と
も
に
液

庭
に
配せ

ら
れ
て
そ
こ
で
育
ち
、
文章の

才
を
も

っ
て
武后

に目を

か
け
ら
れ

た
。
中宗の即

位の

の
ち
に
そ
の捷

好
となり

、
葦后

と
結
び
、
武
三
思
や
樵



宋之間論 （下）

提ら

の宰

臣
と
私通し

て
政事を動か

す
に
至

っ
た
。
そ
の上官

嫡
児の

意
に

添

っ
て
修
文
館
学士

の増員

が行

わ
れ
、
頻繁

に
催さ

れ
る
詩宴

で
詩
の
判
者

を
つ
とめた

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
彼女

が
この時期の宮廷文

壇
の事実上の

主宰者

で
あ

っ
た
と
言

っ
てよい

。
彼女

は
景
龍
二
年

（七〇八）十

一
月
に

鍵好か

ら
昭容

に
昇進

し
、
ますます

文壇と

政
事
に
対
す
る
影
響
力
を
強め

て
行

っ
た
。
彼女

は
宴
席
で
み
ず
か
ら
詩
を賦

す
る
のみな

ら
ず
、
中
宗
や葦

后
、
長寧

公
主や安楽

公
主
の詩の

代作を

し
た
。
彼女

の
詩
風を

『 旧

唐
書
』

本
伝で

は「

縮麗

」
と
言
い
、
『 新唐

書
』
本伝

で
は

「采
麗
」
と評

する

。
祖

父
の上官

儀
の詩

風
を
受
け
継
ぐ
もの

で
あ
る
。
宮廷

文
壇の

中
心
人
物の詩

風が

こう

で
あれ

ば
、
これ

が
文
壇
全体

に
行き

わた

り
、
美
麗で

は
ある

が

内
容の

空疎

な
詩
が
量産さ

れる

の
は
必然の成

り
行
き
である

。
ただ

、
『 新

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

つ づ

唐書

』
本伝

で
は
、
「当時の

辞
を
属る者

、
大
抵
は
浮扉

なり

と難

も
、
然れ

ど
も
得
し
所み

な
観るべ

き
もの

ある

は
、
姉児

の
力
な
り
」
と
、
文
壇
の
事

実
上
の
主宰者で

あ
る彼女

の力量

を
、

一
応評価

し
て
いる

。
のち

に
玄
宗

は
、
謀殺

さ
れた彼

女
の
詩
文を集

め
て
二十

巻
の
文集

と
し
、
張説

に
そ
の

序
を書か

せ
た
。

　

宋之

間
は
この

文
壇
の
実
力者

のた

め
に
、
「故麹

王
属
贈黄

門
侍郎

上
官公

挽
詞
」
二
首を作

っ
ている

。
上官腕

児が

中
宗
の
捷
好
と
な
っ
たとき

、
祖

父
の上官

儀
に
中書

令
、
父の

庭芝

に
黄
門侍郎

が
追贈され

た
。
これ

は
そ

の折

に
上呈され

た
五
言律詩

で
あ
る
。
「其ご

の前半

は
次の

よ
う
に
うた

われる

。
章門旋

普
徳

　 　

章
門

　

旧徳

を
施
はし

班氏業前書

　 　

班
氏

　

前書を

業
と
す

調去因丞

相

　 　

調去

は丞

相
に
因
り
し
も

帰
来鴬

捷
好

帰来

　

嬢
好の為

なり

　

ここ

で
は
ま
ず上

官
儀・ 庭

芝
の父

子を

、
漢
の宰相

で
あ

っ
た章

賢

・
玄

成
父
子
、
後漢

の
史
官
で
あ

っ
た
班
彪

ｏ
固父子

に
な
ぞ
らえ

てそ

の学芸を

讃
え
、
宰
相
上
官
儀
に
連坐

し
て
諦
去せ

ら
れた

が
、
そ
の
名
誉
回復

は
上
官

偉好

の
お
蔭
で
あ
ると

述
べる

。
捷
好
の
父
の庭芝

へ
の
挽
詞
で
ある

が
、
念

頭
には

癖婦が置かれ

て
いる

の
で
あ
る
。
宋之

間
は
、
宮
廷
文
壇の

実
力者

に
阿諌

の
辞を捧

げ
つ
つ
、宮廷

詩
人
群
の
駿尾

に
付
し
て
いたわ

け
で
ある

。

　

さ
て
、
この

宮廷

詩
人
群の

活
動
は
、
中
宗の

景
龍二

年か

ら
三
年
に
か
け

て
、
宮
中
の行事の

際
のみ

な
ら
ず
、
公
主や重

臣
の邸宅

、
長安近

郊
の
名

所な

ど
を
宴
集の場と

し
て
、
極めて盛

大
に
行
わ
れた

。
こう

し
た動

き
は

『唐詩

記事

』巻九

「李
適
」
の
条
に
詳細

に
録され

て
いる

が
、
それ

を中心

に
、
新旧

唐
書や『 資治通

鑑
』、
『唐音奏

簸
』巻二七

や『 全

唐詩

』
な
ど

の資

料を

も
と
に
、
宴
集
の
場所

（ あ

る
い
は
名
目
）
と参列賦

詩
の
人
名
を

表示

し
た
の
が
次
の
表１

で
ある

。
紙
幅
の
関係

で
詩
数
の
多い

二十二名

を

取り上

げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
人
物だ

け
で
景龍

文壇

の
大
勢
を
十
分
に
知る

こ

と
が
できる

。
詩
人
の
配
列
は
便宜

的
な
もの

で
あ
る
。
ま
た
、
本表

に
掲
出

し
たの

は
、
数ある

宴
集
の
中
で
その

日時

や場

所

（ 名

目
）
を
特
定でき

、

か
つ
、
そ
の
場
にお

け
る
作品

が
残

っ
て
い
るもののみ

で
あ
る
が
、
それ

で

も
、
こ
の数

に
の
ぼ
る
。
とり

わ
け
、
景龍

一」年の重陽の

慈
恩寺

、
翌
年
重

陽の

臨
滑
亭
の
賜宴

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二十七

名
、
二十六名

が
作品

を
残
し

て
おり

、
史
上稀有の大

詩
宴
と
言

っ
て
よい

。
景龍の宮廷

文
壇の活動

は
、

六
朝
の詩

風
を
色濃く

に
じ
ませ

た
初唐の

時代を

し
めくく

る

後
の輝

き

な

の
で
あ

っ
た
。

表１

の○

印
は
作品

が
ある

もの

、
△
印
は
詩
型
が
違うもの

、？
印
は
作品

の重複あ

る
い
は
そ
の
作
者の作

品で

ない

もの

を
示す

。
表
１１
は
その場

に

お
け
る

一
般
的
な
詩
題を

掲
げ
た
。
なお

遺
漏
の
多
か
ら
ん
こと

を
危
倶
す
る
。

三
三



三四

高

　

木

　

重

　

俊

景

　

龍

　

二

　

年 （７０８）回回回回国回回回回回回回回回回回回回回回
番

　　　

号
皿卿 血血血蜘 鵬鵬聡 班 班 蜘脚蹴眺血鵬閏

幻 蜘 ｍ
月

　　　　

日

安
楽
公
主新宅

臨

　 　

漕

　 　

亭

太平

公
主
山
亭

送

　

張

　

仁

　

萱
－

太
平公

主
南
荘

送

　 　

沙

　 　

門

晦
日

・
昆明池

薦

　 　

福

　 　

寺

立
春・賜

総花

人
日遊

苑
遇雪

人目

・
清
輝
閣

守

　 　 　 　 　

蔵

長安

故城

未
央
宮

臨

　 　

潤

　 　

亭

大

　

薦

　

福

　

寺

中

　

宗

　

誕

　

日

三

　 　

会

　 　

寺

総

持

寺

浮図

慈

恩寺浮

図

両

　 　

儀

　 　

殿

場

　　　

所

名

　　　　

目

五言３句五
言
８句

七言８句五言

１２
句

　 　

″

五
言８

句

　 　

″

五
言
１２
句

五言８句七言

絶句

五 七 五 五 五 七 五
言
１２
句

　 　

″

　 　

″

五
言８

句
詩

　　　

型
口 ８

句

口 ８

句

口
１２
句

口 ８

句

口
１２
句

口 聯句

○ ○ ○ ○
①上官昭客

○ ○ ○ ○ ○ Ｏ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
②李

　　

嬬
リ ー ○ ○ ○ ○ ？

・
○  ^ ？ ◆○ ○ ○

③劉

　　

憲
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

④蘇

　　

懸
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤李

　　

叉
○ ○ ○

　

（ リ ー○ ○ ○ ○
⑥沈ず全期

？・ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑦宋 之 問

○ ○ Ｏ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 昭彦超⑧

○ ○ ○ 用蔵慮⑨

Ｏ ○ 義覆
っ

⑩

○ ○ ○ 素懐馬⑪

○  ^ リ 十 ○ ○ ？
・

 ^ リ キ ○ 忠至粛⑫

○ ○ ．○ ○ 嘘
日

鄭⑱

○ △ 提
馴

樵⑭

Ｏ ○ ○ ○ ○ 適李⑮

○ ○ 伯彦徐⑯

○ ○ ○ 客楚宗⑰

○ 隠朝間⑱

○ 旦元章⑲

○ ○ 擾醇⑳

○ △ 一平武⑪

説張⑳

十
三名
三名 三名 越彦

伯

中
宗他

一
名

他十五

名

杜
審言

他のそ

表

　

１



宋之問論 （下）

景

　　

龍

　　

四

　　

年 （７１０）国回回回回図回国回回回回回国国回国回図回回図

端 姐 鑓 血粥 総 班 血顔 鵬 班 班 ｍ 曜鵬“伽曜滋晒

　

（ ソ 十 ．

　

（ ソ ー

興

　 　

慶

　 　

池

長
寧
公
主東

荘

望

　 　

春

　 　

宮

昭

　

容

　

別

　

院

賢

　

希

　

玲

　

宅

威

　

藤

　

漕

　

浜

梨園

亭
観打穂

桃

　 　

花

　 　

園

送金城

公主

晦

　

日

　

溢

　

水

人
日

・
大明宮

大

　 　

明

　 　

殿

賜

　 　

柏

　 　

葉

登

　 　

園

　 　

山

白

　 　

鹿

　 　

観

　 　 　

″

葦嗣

立

山

荘

新

豊

温泉宮

立

　

春

　

遊

　

苑

中

　

宗

　

誕

　

日

安楽

公
主
山
荘

　 　 　

″

七
言
８
句

五言

８
句

七
言８句
五言８句五

言
１２
句

七言絶句五
言８句
七
言絶

句

　 　

″

五
言８句
七
言８

句

七言

聯
句

五
言
絶句

　 　

″

五言

８
句

七言絶句五
言絶

句

五言長篇七
言８句
五言

８句

七言

８
句

七
言
絶句

○ △

② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｏ ○ ○ ○ ○

④ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｏ ○ Ｏ ○ ○ ○ ○

⑥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑦  ^ リ 十 ・

⑧ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｏ

⑨ ○ ○ ○

⑩ ○ ○ ○

⑪ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑫ ○

⑬ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑭ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｏ ○ ○

⑮ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑯ ○ Ｏ ○ ○ ○ ○ △ ○

⑰ ○ ○

⑬ ○ ○ ○ △ ○ ○

⑲ ○ Ｏ ○ ○ ○ ○ ○

⑳ ○ ○ ○ ○

⑪ ○ ○ Ｏ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

⑳ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 　

．

蘇
壊

章嗣

立

強
彦伯

中
宗他八

名

中
宗

中
宗

李
週秀
李
廻秀

　　

年 （７０９）
龍景

三五



〔補説〕
一
、
国回国に

っ
ぃ
て
は
、
宋
之
間
に
も作品

が
ぁる

が
、
国回は

李

幡
の
作と

、
国は

李×

の
作
と
同

一
で
ぁる

。
安東俊

六
氏
は
、
これ

ら

　

は
宋之

間
の
作
で
は
な
く
、
そ
れぞれ李

嬬・ 李

又
のものと

論
証され

た
。
妥
当な

見解

で
あ
る
。

二
、
国に

っ
ぃ
て
、
『唐詩

記事

』
「李適

」
の条

に
ょると

、
景龍

四
年

一

月
八
日
の立

春の

日に

内
殿より総花を

賜わ

っ
た時

の
宴
集
で
ある

と

する

が
、
平岡武

夫編『

唐
代
の
暦
』
に
よ
れ
ば
、
景龍

二
年の冬

至
が

十

一
月
二
日
、
同
三
年
の春

分が

二
月
四
日で

、
こ
れか

ら
計
算
す
る
と

景
龍
三
年

一
月
八
日が

立
春と

な
る
。
し
たが

っ
て
、
「
景
龍
四
年
」
と
『唐

詩記事

』
に
言
うの

は
、
「景龍三年

Ｌ
の
誤
り
。
因
み
に
、
景龍

四
年
の

立春

は
、
景
龍
三年の

十二

月
二
十
八

・
九
日で

あ
る
。
年の

内に

春
が

来たも

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
話
を
本
筋
に
引
き
も
ど
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
表
に
よ
れ
ば
、

宋
之
問
が
景
龍
二
年
五
月
に
修文館学士

と
な
っ
て
初
め
て
参
列
し
た
宴
集

は
、
確
認し

うると

ころ

で
は
この年の

九
月
と
いうことにな

る
。
十
月
に

学
士とな

っ
た沈

栓
期
より

も
、
彼
は
中
宗朝

に
お
い
て
は
先
ん
じ
た
わ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
、
確
認し

う
る
後

の
応
制
詩
が
翌年

二
月
の太平

公
主
の
南

荘
に
お
け
る
もの

で
あ
る
か
ら
、
彼
が
名
実
と
も
に
第

一
級
の
宮
廷
詩
人
と
し

て
中
宗朝

で
活躍

し
たの

は
、
わず

か
六
ヵ
月
の
期
間で

あ

っ
たと言

っ
て
よ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

三
六

表

　

１

　

１

回

奉
和
七
夕
両
儀殿会

宴
応
制

国

奉和

九
月
九
日
登慈恩寺浮図応

制

回

奉
和
間
九
月
九
日
幸
総
持
寺浮図

　 　

応
制

奉和

幸三

会
寺応

制

誕
辰
内
殿
宴群

臣
数
柏
梁体

聯句

奉和

幸大

薦
福
寺
応制

遊
禁苑陪幸

臨
摺亭遇雪応制

奉
和
幸
長
安
故城

未
央
宮
応
制

俊

　 　

９

　

守歳侍

宴応制

重

　

回

奉
和
人日清嘩

閣
宴
群
臣遇

雪応

木

　 　 　 　

制

高

回回回国回国国

回

苑
中

大

日
）遇

雪応

制

回

奉和立

春
日特

宴
内
出勢

繰
花
応

　

制

国

奉
和
薦福寺

応制

図

奉
和晦日

幸
昆明池

応
制

国送

沙
門激

景
道
俊玄

奨
還荊

州
応

　 　 　

生川

国

奉
和初

春
幸
太
平
公
主南

荘
応
制

回

奉和幸

望
春
宮
送
朔方

総
管
張
仁

　

宣

回

太平

公
主
山
亭
侍
宴応

制

回

奉
和
九
日
幸
臨清亭登

高
応
制

国安

楽
公
主
移
入新

宅侍

宴
応制

回

夜
宴
安
楽
公
主
新
宅

図

奉和

幸
安
楽
公
主
山
荘応

制

国

史ホ 降誕日長寧公

主
満
月
侍
宴

回

奉
和人日

重
宴
大明

宮
恩賜繰纏

人
勝
応制

国

定
月
晦日

）
侍
宴漉

水応

制

図

奉
和送金

城公

主適西蕃

応制

国侍

宴
桃花園

詠桃

花応

制

国

幸梨

園
亭観

打
巷応

制

図

上
巳
日
滅
藤潜浜応

制

国

奉和聖

製幸

礼
部尚重 量希

玲
宅

回国回国図回国図
応
制

奉和

立
春遊苑迎春応制

　

‐ ‐

奉和

幸新

豊
温泉宮

応制

奉
和
幸章嗣立山荘侍

宴
応制

奉
和
聖
製
幸章嗣立山

荘応制

幸
白
鹿観応制

奉和

登
屡
山
高頂寓

目
応
制

元日

恩賜

柏
葉応

制

移杖

蓬莱

官
御大

明殿

会
吐審

騎

馬
之
戯

応
制

回

奉
和
幸上官昭容院

献
詩

国

奉和春日

幸
望
春
宮
応
制

回侍

宴長寧

公
主束

荘応制

国

興
慶
池
侍
宴応制



い
。
この

間
、
彼
は
太平

公
主や

上
官
腕
児
、
武三

思や

そ
の
子
の
武
崇
訓
に

阿附

し
た
。
神龍

三
年七

月
に
武
三
思
父子

が
節慾太子

（李重俊

）
に
謀
殺

される

と
、
ただ

ち
に
「梁
宣王挽

詞
」
三
首
、
「魯忠王挽

詞
」
三
首
を
作
り
、

そ
れぞ

れ
の遺

徳を

讃
え
たり

も
し
て
いる

。

　

宋之

間
は
太
平
公
主
に
詔事

し
た
おか

げ
で考

功員

外
郎を得た

、
と
は
、

『 新

唐
書
』
本伝の記事

で
あ

っ
た
が
、
彼
は
その

のち

、
太平

公
主
か
ら
離
れ

て
安楽

公
主
に
接
近
す
る
。
安
楽
公
主
は
中
宗の末

娘
で
、
父
の
厚
い
寵愛を

受
け
、
内
宮
で勢

力
を拡

大
し
て
い
た
。
彼
の変

節
が
太
平
公主

の
不興を

買

い
、
彼
は
収
賄
を理

由に

地
方
官

へと転出

させ

ら
れ
る
。
『 新唐

書
』
本
伝
に

は
、

宋之問論 （下）

中
宗
洛
用
鴬
中
書舎

人
、
太
平
愛
其
知貢

墾
時
駅
飾狼籍

、
下遷

津
州
長

史
、
末
行
、
改越

州
長史

。

と
言
う
。
この記

事
で
は
、
宋之問

が
沫州

に
着任

し
ない

う
ち
に
さ
らに

越
州
に
遷さ

れたこ

と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
安東俊

六
氏
は
、

の

　

景龍三

年
二
月
十一

日
の太平

公
主
の南

荘
にお

け
る詩

を
後

に
、

彼
に
応
制詩

が
残

っ
て
い
な
い
。

⑭

　

李蓑

な
る人

物
に

「使
至
沫
州
害逢宋

之問

」
詩
が
あ
り
、
宋
之間

に

　

は

「答李司戸

薙ご

詩
が
あり

、
そ
の
酬
答の場

は
春
の
沫
州
であ

る
。

◎

　

宋之問

が
越
州
に
赴
いた

の
は
景
龍
三
年秋

で
あ
る
。

な
ど
か
ら
、
宋之間

は
越
州
長
史
に
改
め
ら
れる前

に
沫
州
長
史
に
着
任
し

て
いたと

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
とされる

。

彼
が
沫
州
に
左
遷
されたのち

、
さ
らに

越
州
に
再左

遷さ

れた背

景
には

何
が
あ

っ
た
の
か
。
『 資治通

鑑
』
「
景
龍
三
年
九
月」

の条

には

、
「
太
平・

安

楽
公
主
、
各お

の
朋
党
を
樹
て
、
更
ご
も相

譜製

し
、
上

こ
れ
を患

ふ
。
」
と

ある

。
太
平
派と安楽派

の
党争

は
中
宗の

悩み

の
種
と
な
る
ほ
ど
だ

っ
た
わ

け
で
、
宋之間の

越
州

への

再左

遷も

、
そ
の
余
波
を受

け
て
の
ことと考

え

ら
れる

。
か
く
し
て
彼
は
、
沫
州
長史

（従五

品
上
）
か
ら
越
州
長
史

（ 正六

品上）

へと格

下
げに

なり

、
広
陵

（揚
州
）
を
経
由
し
て
越
州

へ
と向か

う
。

　

途
中
、
広
陵
で
、
彼
は
みず

か
ら
考
功
員
外郎

と
し
て貢

挙を

知
し
、
進士

に及

第させ

た章

述
に
逢

っ
た
。
牽述

は
ここ

で

「広
陵
送
別宋員

外佐越

・

鄭舎人

還
京
」
詩
を作

っ
て
いる

。
宋之問

が越

州
の次官

と
し
て
赴任

し
、

鄭
某（

鄭惜

？
）
が
長
安
に
帰る

、
合
同の

送
別の宴

に
お
け
る作品

で
ある

。

彼
は
この

中で

宋
之問を

「文
章

　

南
の
かた越

に
渡
る
」
とうた

っ
て
いる

。

この詩

は

「秋
風
と客

思
と
、
川
上

　

晩れ

て
粛
々
たり

」
と結

ば
れ
、
季節

が
秋
で
ある

こ
と
を
示
し
て
いる

。

　

宋
之間

は
ま
た
こ
の
地
で

「傷
王
七
秘
書
監
、
寄
呈
揚
州
陸長

史
、
通簡府

僚
、
広
陵
以
広好

事
」
詩
を
作

っ
て
、
秘
書
監王

掬の

逝去

を傷

む
とと

も
に
、

みず

か
ら
のこ

の旅を

「我

　

会椿郡

に
行か

ん
と
し
て
、
路
に
広
陵
の
東
に

出
づ
」
と
述
べ
て
いる

。

　

長江を渡

っ
た
彼
は
、
蘇州

丹徒

県
の
県
令
李某の

歓
迎
を
受
け
、
「酬
李
丹

徒見贈之

作
」
を残

す
。
彼
は
その

末尾

で
、

以
予
断
拙
寛

　 　

予

　

直
に
拙
なる

に断

づるを

以
て

期
子遇

良
媒

　 　

子
の
良
媒
に
遇
ふ
を期

せ
ん

脂
曲南

島
断

　 　

贈
ら
るる曲

には

　

南
島

　

断れ

征
途北

雁
催

　 　

征く

途
は

　

北
雁

　

催
す

更
憐
江上

月

　 　

更
に憐

れむ

　

江上

の
月
の

還
入
鏡
中開

　 　

還
た
鏡
中
に入り

て
開
く
を

ヨ七
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と
う
た
う
。
ここ

で彼

は
みず

か
ら
の処世の

拙さを

断
じ
て
は
いるも

の

　 　 　

取り組

ん
だよ

う
で
、
『 新

唐
書
』本伝

で
は「

頗
自る

力め

て
政を

為
す
」
と

の
、
こ
れ
ま
で
し
て
きた

保身の

ため

の
権
貴

へ
の
阿諌

や
裏
切り

に
つ
い
て
、

　 　

評
価され

る
。

ど
の
程
度
の自

責
の
念
が
込
め
ら
れ
て
いるか

は
読
み取れない

。李某

が
「良

　 　 　 　

し
か
し
、

媒
」
に
出
逢
う
こ
とを

願

っ
て
い
るが

、
みず

か
ら
も
同
じ
心
情
で
あ

っ
ただ

ろ
う
。
し
か
し
、
五
十
路を過

ぎ
て
の左

遷
で
あり

、
長江

に
浮
かぶこ

の
月

　 　 　 　 　

王
子事

が
、
越
の
鏡
湖
に映

る
月
に
替わる

こ
とを思

う
哀
愁
は
、
偽り

の
な
いと

こ

　 　 　 　 　

濁楽窓

るで

あろう

。
こうし

て
彼
は
紹
興
に
到
る
。
景
龍
三
年

（七〇九

）
秋のこ

・

　 　 　

謝
公
念

と

で
あ

っ
た
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

戸

　 　

凸

し
か
し
、

一
方
で
は
また

、
「
郡
宅中

斎
Ｌ
詩
で
、

王
子事黄老

王
子
は
黄老

を
事
と
し

濁楽窓

遊
街

独
楽

　

遊惰を

窓
に
す

謝
公
念蒼

生

　 　

謝
公
は
蒼
生
を
念
ひ

同憂

感推

薦

　 　

同
憂

　

推
薦
に
感ず

五

　

と
、
逸
民
と
し
て
生
きた

王
義之

と蒼

生
を
救
うた

め
に
世
に
出た

謝安

と

の
、
会
稽の先人

の両

様
の
生
き方を

示
し
、
出
仕と退楼

との間

に
葛藤

す

るみずか

ら
のこの

心情を

「称心

寺
」
詩
の後

半
で
次
のよう

に
う
た
う
。

俊重

　 　 　

越
州
に
着任

し
た宋之

問
は
、
ただちに

馬
廟
に
謁
す
る
。
「祭霞廟文

」
は

木

　

「維
れ
景龍

三
年
、
歳
次
己
酉
、
月
日
、
越
州
長史宋

之
問
、
謹み

て
清
酌の

鼻

高

　

を
以
て
、
敢
て夏后の

霊
に昭告

す
」
に
は
じ
ま
り
、
自分が

夏鴇

ゆ
か
りの

　 　

地
に
赴任

し
て
来
たことを

述
べ
たあと

、
「先
王の

心
た
ろ
、
享
く
る
は
是れ

　 　

明
徳のみ

。
後
の
政に

従
ふもの

、
斯の姦

悪
を
忌む

。
ー
ー
、
上帝

の
休佑

　 　

に
謁
し
、
下人

の
蘇
息
を
期せ

ん
」
と
、
大喪

の
為
政
を
継
承
す
べき決意を

　 　

記
す
。
この

決
意
は「

謁
鴇
廟
」
詩
で
も
、

下車霞己

積

　 　

車
よ
り
下
り
れ
ば
酸
す
で
に
積
も
りた

る
も

掘事露

行濡

　 　

事を

摂
す
れ
ば
露
ゆ
くゆく

濡
さ
ん

人隠

翼
多
藤

た み

　

ゃ

　 　 　 　 　 　

人

の
隠

め
る

　

祐多か

ら
ん
こ
と
を
翼

ふ

易唯

霧
薄躯

　 　

易
ぞ唯

だ
に
薄
躯を

霧
すのみ

な
ら
ん
や

の
ようにう

たわれ

る
。
彼
は
こ
の決意の

ま
ま
に
熱
意を

も

っ
て
州
政
に

間
予
金門

客

　 　

予
に
間
ふ

「金門

の客

何事

槍
洲
畔何ぞ

槍
洲の畔

を
事と

す
」
と

謬
以
三
署資

ぁ や ま

　 　 　 　 　 　

謬
つ
に
三署の資

を
以
て
し

束
刺
百
城半

　 　

来り

て
百城

の半

に
刺
たり

人
際
尚
末朝

な や

　 　 　 　 　 　 　

や

　 　 　 　 　 　

人

の隠

み
尚

ほい

ま
だ朗

ま
ず

歳
華
貴粂玩

　 　

歳
華

　

豊に

兼ね

て
玩
でん

や

東
山
桂枝芳

東
山

　

桂枝

　

芳
し

明
愛
坐盈歎

　 　

明発

坐
し
て
盈歎

す

　

ここ

に
描か

れ
て
いる

の
は
、
「金
馬
門
」
の文人が槍

海
の
ほ
とり

に
や
っ

て
来
て
、
州
民
の
苦
弊
を
見るに

見
か
ね
、
「東山

」
へ
の
隠
棲を果た

せ
ず
に

嘆きに

沈
んで

い
る姿

で
ある

。

　

もと

より

、
彼が

「す
こ
ぶ
る
力
め
て
政
を為

し
」
た
の
は
事実

で
ある

し
、



宋之問論 （下）

一
方
で
ま
た彼

が
方外

へ
の並

々
な
ら
ぬ好尚を

抱
い
て
いた

のも

事実であ

るか

ら
、
彼
が
出仕

と
退
隠と

の
硲
に
迷
う心情を

吐
露
す
るのも

きわ

めて

自然

で
ある

と
言
え
よ
う
が
、
『新唐

書
』
本伝

に

「
（之間

）
刻
の撲

山
を
窮

歴
し
、
置
酒
し
て
詩
を賦

す
。
京師

に
流布

し
て
、
人
々
伝
調す

」
と
記
さ
れ

るよう

に
、
彼
の詩

が
京師に

ま
で
伝
布
し
たこと

を
考
え
合
わせると

、
彼

は
越
州
で京師

の
人士

の
目
と
反
応
を意

識
し
つつ

、
みずか

ら
の
越
州
情
報

を流

し
つ
づ
け
て
いた

わ
け
で
あるか

ら
、
彼の

揺
れ動

く
心情を

そ
の
まま

に
理解

す
るの

は
危
険
で
あ
ろ
う
。
む
しろ

そこ

には

、
中
朝への早期

復
帰

を
願

っ
て
の
、
ある

種

の
計
算
がは

た
ら

い
て
いたの

で
あ
ろ
う
。

のち

、
春

宗
が
即位す

ると

、
宋之間

は
さ
ら
に
欽
州

へと遠

ざけ

ら
れる

。
『唐
才子伝

』

巻

一
「宋之問伝

」
で
は
、
その

理由を

彼
に

「俊
悟の

心
」
がなか

っ
たた

め
で
あ
ると

記
し
て
い
るが

、
彼
の
恭順

の
姿
勢
は
、
そ
の
意
図と

は
う
らは

ら
に
実を

結
ば
なか

っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
「刻
の撲

山
」
を
遊
渉
す
ること

か
ら
生
ま
れ
、
京師

の
人
士に

「伝

調
」
され

た詩と

は
い
かな

るもの

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば「

淀
鏡湖

南漢

」
詩
は
次
の通

り
で
あ
る
。

乗
興
入
幽棲

　 　

興
に
乗
じ
て
幽
棲
に
入り

舟行日向低

舟
行
す
れ
ば
日
は
低き

に
向と

す

鏡花候冬

愛

　 　

巌花

は
冬を

候
ひ
て
発き

谷
島作

春
蹄

　 　

谷
鳥
は
春
と
作
し
て
暗
く

沓
峰開夫小

　 　

沓
障

　

天
を
開
く
こと

小
さく

叢
堕
爽路

迷

　 　

叢
算

　

道
を
爽
みて迷

はし

む

捨聞可

憐魔

　 　

猶
ほ
聞く

憐
れむべ

き
処
は

更在若

耶
撲更

に
若
耶
撲
に
在
りと

　

ここ

には

、
冬
も
暖かな越

州
の
気
候
、
深い渓

谷

ｏ
竹
叢
、
そ
し
て
西
施

ゆ
かり

の
若
耶
漢
が
うたい

込
ま
れ
、
さ
なが

らに

観光

案
内
の
絵
葉
書
の
ご

と
く
、
京師

の
人
士
に
越
州
の
情
報
を
伝
え
てく

れる

。
宮廷

詩
人が

異質

の

風
土
に
接
し
たこ

と
に
よ
っ
て
生
み
出
され

た
、
美
し
く洗練さ

れた遊

覧詩

で
ある

。

　

彼
の
越
州
で
の
作品

は
、
「遊
鴇
穴
回出若

耶
」
「遊法

華
寺
」
「宿
雲門寺

」

な
ど
の遊

覧詩

を中心

に
、
十五首

ほ
ど
が
残

っ
て
いる

。

　

越
州
長
史と

し
て
の宋之

間
の
治政

の
努
力
と
思
惑
は
、
中
朝への

復
帰
に

つ
な
が
ら
なか

っ
た
。
長
安
で
は
景
龍
四
年（

七一

０
）六

月
二
日
、
か
つて

の
則
天武

后
に
な
ら
っ
て
称
制
し
よう

と
し
た葦

后
と
、
み
ずか

ら
皇太女

に

なろ

う
と
し
た安楽

公
主
が中

宗
を
毒
殺
し
、
十
六
歳
の少帝（

李重

茂）

を

立
て
、
唐隆と

改
元
し
た
。
同
月
二十

日
、
臨
溜
王李

隆
基が

羽
林
軍
を
率
い

て禁

中に入り

、
章后や安楽

公
主
、
な
らびに

そ
の党

与
を
謙
し
、
二十

四

日
、
少帝

を
廃
し
て
春
宗
が
復
辞
し
た
。
そ
し
て
ただ

ち
に
人事

移
動
が
行
わ

れ
、
宋之間

は
再
び
嶺表へ流される

こ
と
に
な

っ
た
。
『 資

治通

鑑
』
「
景雲

元年（

七
一
○）

六
月
」
の
条に

は
、
「越
州
長史宋之問

ｏ鏡
州刺

史寄祖

雅
、

章

◎
武
に
詔附

せ
る
に
坐
し
て
、
み
な嶺表

に
流さる

」
とある

。
彼
の
越
州

滞
在
は

一
年未

満
で
あ

っ
たこ

とに

なる

。
流
刑地

が
嶺
南の

い
ず
れ
の
地
で

ある

か『

通
鑑
』
には

明記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
両
唐
書
本
伝
で
は
欽
州（ 広

西
壮
族
自治区欽

州
県
）
と
記され

て
いる

。

　

ところ

で
、
越
州
か
ら
欽
州
に
至
る
に
は
広
州
を経由

す
るの

が
も

近
い

ル
ー
ト
で
ある

が
、彼
は
荊州

か
ら
洞庭

湖
を
経
て
湘
江
を翻り

、桂
州
に
至

っ
ー二
九
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て
いる

。
そ
し
て
、
桂
州
で
は
かなり

長期

に
わた

っ
て
滞在

す
る
。
これ

は

何を

意味

す
るのか

、
以
下
、
彼の

詩
文
を
も
と
に
、
彼の再

度
の嶺南行を

追

っ
てみよう

。

　

ま
ず
、
「在荊

州
重
赴
嶺
南
」
絶
句
は
次
の
通り

で
ある

。

夢揮

三
秋日

　 　

夢
沢

　

三
秋
の
日

蒼梧

一 片

雲

　 　

蒼
梧

　

一
片の雲

還
滞
鵡鷺羽

　 　

還
た
鶴
鷺
の羽

を将

て

重
入
鵬鵜量重

ね
て
鵬
鵡の群

に
入る

高

　

木

　

重

　

俊

　

この

内
容か

ら
す
る
と
、
彼の

二
度
目
の嶺南

流
誠
の
旅
は
、
秋
の季

節
に

荊
州
か
ら
出発

し
て
いること

にな

る
。
荊
州
経由

の
理
由はは

っ
きり

し
な

い
。
彼に

は
ま
た

「
宋
公
宅送寧諌議

」
と題

す
る
詩
が
あ
り
、
江陵

に
ある

宋
玉の故宅

に
て
諌議大夫の寧某

に
送
別す

る作品で

あ
る
が
、
この季節

も
秋で

ある

か
ら
、
「在荊

州
重赴嶺南

」
詩
と
ほぼ同

じ
時期

の
ものと考

え

ら
れる

。
この作品

で
は
みず

か
ら
の
嶺南再

流誠

に
触
れ
て
い
な
い
。
こう

し
た
事
情を勘案

す
ると

、
お
そ
ら
く
彼
は
越
州
長史と

し
て用

務
を
帯
び
て

荊
州
に
至
り
、
そこ

で再

流
諦
の命

を
受
け
た
の
で
あろう

。

彼
は
嶺
南
に
旅立

つ
に
あたり

、
「初
発
荊
州
府
贈
長
史
」
と
いう首聯

を
欠

く
律
詩
を残

し
て
いる

。
そ
の後

半
は
、

明主無由見

　 　

明主

　

見
ゆ
る
に
由
な
く

華公

莫
典
言

　 　

群
公

　

与
に
言ふ

な
し

幸
君
逢聖

日

　 　

幸
ひに

　

君

　

聖
日
に
逢
は
ば

何
情理虞翻何ぞ惜

し
ま
ん

　

虞翻

を
理むる

を

　

と
、
わ
が
身を

三
国
呉の虞翻

にな

ぞ
らえ

、
荊
州
府長史

に
対
し
て
、
天

子
に
逢う

機会

が
あ

っ
た
ら
自分

の
ことを取り

なし

て
くれるよう

頼
ん
で

い
る
。
こ
れ
も
、
荊
州
で
嶺南行き

の命

を
受
け
て
、
忽
々
に
旅立

っ
て
行

っ

た
事
情
を
伺わ

せ
る
。

・宋之間

は
洞
庭
湖
を
経
て湘江

を湖上

し
、
この

秋
のうち

に
桂
州
に
至
っ

た
。
「始
安秋

日
Ｌ
は
、
かの

地
にお

け
る作品で

ある

。
彼
は
桂
林の異質の

風
土
に
触れ

、
こ
の
地
の
秋
の
気候

が
洛陽

の春

に
似
て
いる

の
に
感
じ
入
り
、

洛
陽
南郊の嵩

山で

方外

の
遊
び
に
耽

っ
た若

かり

し
ころ

に思いを

馳
せ

て
、
「世業

　

黄老

を
事
と
せ
る
に
、
妙
年

　

孤り

隠倫

せ
り
、
帰
ら
ん
か

　

槍

海
に
臥
せ
ん
、
何
物か吾

が
身より貴か

ら
ん
」
と
、
こと

志
と
違
う
現
在の

境遇を嘆い

て
いる

。

　

彼
は
流
罪の

身
と
は
言
え
、
桂
州
で
は
かな

り
自
由な境遇

に
置
か
れ
て
い

たよ

う
で
、
彼
は
桂
州
の
名
所
を
遊
覧
し
、
「
登迫遥

楼
Ｌ
「桂
州
黄揮舜

洞
」

な
ど
の詩を

残
し
て
いる

。
の
み
な
ら
ず
、
「桂
州
陪王

都
督
晦日

宴
遭
逢
楼
」

詩
に
見
ら
れ
る
よう

に
、
桂
州
都督の

一
月
晦
日
の宴

に
も
招
かれ

て
いる

の

で
ある

。

　

この

時
の
桂州

都
督
は
王
陵で

あ

っ
た
。
両
唐書

「
主
陵伝

」
に
よると

、

彼
は
景
龍
末（ 七〇九か

七一 〇

前半

）
に
桂
州
都
督
を
授
けら

れ
、
善
政を

施
し
て州

民
に
敬
慕
され

て
いた

。
また

、
両
唐
書

「
周
利
貞
伝
」
に
よると

、

先
天
元年（ 七

：一 ）

に
酷
吏
の
周
利貞

が
広
州
都
督
となり

、
中書令雀提

の
命
を
衝
んで

、
封
州
に
流さ

れ
る
途
次
の劉幽求の暗殺を

企て

て
いた

。

王陵

は
そ
れを察

知
し
、
窪提や

周利貞

の
命令

や脅

迫
に
屈
す
ること

な
く

劉
幽求

を
引
き
とめ

て
庇
護
し
、

つ
い
に
難を

免
れ
させた

。
主
唆
は
景
龍末

年
か
ら
すく

な
く
とも先天元年

ま
では

桂
州
都
督
で
あ

っ
たわ

け
で
、
宋之

間
は
こ
の
王
峻
の
知
遇
を
得
て
、
桂
州
で
流諦の日

々
を
過
ごし

て
い
た
の
で

あ

る
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

′



三
月
上
巳
の
節
に
、
宋
之間

は「

桂
州三

月
三
日
」
と
題
す
る
、
五言八

句
・

　 　 　 　

不
言流寓

熟
成
今

　 　

流
寓

　

鰍
ち
今
と
成
るを

言
は
ず

七言三十二

句
か
ら
成る長篇の

詩
を
書いた

。
これ

は
、
今に

至
る自己

の

経歴

を
顧み

た
叙
事
詩
と
な
っ
て
いる

。
その

中
で
彼
は
、
華麗

のうち

に
過

ごし

た宮廷

生
活を

、

伊
昔
承休紛

　 　

伊
昔

　

休
粉
を承

け

曾
篇
人所羨

　 　

曽
て
人
の羨む

所
と為れり

雨
朝賜

顔
色

　 　

両朝顔

色
を
賜
は
リ

ニ
紀陪

歎
宴

　 　

二
紀

　

歓
宴
に
陪
せ
り

宋之間論 （下）

と誇

ら
し
げ
に
語る

。
か
つて

武
后ｏ

中
宗の両

朝
に
おい

て
、
二十

四
年

に
わ
た
っ
て
愛顧

を
承
け
、
歓
宴
に
侍

っ
たと

述
べるの

は
、
彼
が
天
授
元
年

に
習
芸
館
学士と

な
っ
て
か
ら
景龍三年

に
越
州
長
史と

し
て
外職に転

ずる

ま
で
、
瀧
州
左
遷の

約

一
年を

含
む
ものの

、
ほ
ぼ
二
十
年
で
ある

か
ら
、
ま

ず
は
事実

に
沿

っ
て
いる

。
詩
は
続
け
て
、
昆
明池

・
伊
闘

ｏ
御
苑・

宮中

に

お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
宴
に
侍
し
、
得
意
の
日
々
を
過
ご
し
たこ

とを

述
べた

あ

と
、
越
州
長
史に

左
遷さ

れ
、
さ
ら
に
再左遷

され

て
現
在
の
桂
州
に
至
る
ま

で
の経路

を
次の

よ
う
に
う
た
う
。

載筆儒林

多歳

月

　 　

筆を

儒林

に
載
り
て
は
歳
月
多
く

撲被

文
昌
佐
呉
越

　 　

被を文

昌
に
楼
み
て呉

越
に
佐た

り

越中山海

高
且
深

　 　

越
中
の
山海

　

高
く且つ

深
く

興
束
無
慮不

登
臨

　 　

興来た

れ
ば
処
と
し
て登

臨せ

ざ
る
な
し

永
和
九
年
刺海郡

　 　

永
和
九
年

　

海郡

に
刺た

り

暮
春
三
月
酔
山
陰暮春

三
月

　

山
陰
に
酔ふ

愚
謂
嬉
遊
長似昔

　 　

愚か

に
も
嬉遊長へ

に
昔
に
似
たりと

謂
ひ

　

「撲
被」

は
、
寝具

衣
類を

束
ね
る
こ
と
。
『 晋

書
』
「穂箭伝

」
に
、
魂
鰯
が

尚
書
郎で

あ

っ
たとき

、
その才

に
あ
らざ

る
郎官

は
罷
免す

べ
し
との方

針

が
下
され

、
彼
は

「
そ
れ
は
私
だ
」
と
言

っ
て
荷物

を
ま
とめ

て去

っ
たとあ

る
。
宋
之間

は
文
昌
都
省（

尚書

省）

吏部

の
考
功
員
外郎で

あり

、
そ
の
任

に
あ
ら
ず
と
し
て
越
州
長史

に
出さ

れ
たの

で
あ
る
。
彼
は
越
州
の明

煽な自

然
の
中
で
、
興
に
ま
か
せ
て
遊
覧の

日
々
を送

っ
た
。
「永和

九
年
・暮春

三
月
」

は
、
王
義之

の

「蘭亭

集
序
」
に
記され

る年

月
で
ある

。
彼
も三

月
三
日に

王
義
之の

故
事
にな

ら

っ
て
、
会
稽の

山
陰
に
おい

て曲

水の

宴
を
催
したで

あ
ろう

。
し
か
し
、
蘭
亭の

会
のよう

な

「嬉遊

」
が
い
つま

で
も続い

て
ほ

し
い
と
い
う
願
いと

は
う
らはらに

、
彼
は
桂
州
に

「流寓

」
す
る
今
の
境
遇

と
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

続
け
て
彼
は
桂
州
の
上
巳
の
節
句の

盛況を描

写
し
、
洛
陽
の
家
族
と
は
音

信
も
と
だ
え
、
故園で

の曲

水
の
威除

も
い
っ
に
なる

か見

通
し
の
たたない

こ
とを

嘆
き
、

逐伴

誰
憐
合
浦葉

　 　

逐伴

　

誰
か
憐
れ
ま
ん

　

合
浦
の葉

思
婦
豊食

桂江

魚

　 　

思
帰

　

豊に

食
は
ん
や
桂江の

魚

不求漢使金嚢贈

　 　

漢使金嚢

の贈

を
求めず

願得佳

人
錦字書

　 　

願
は
く
は
佳
人
錦字

の
書を得

ん

　

と
述べ

て
この詩

を
結
ん
で
いる

。
「合
浦
葉
」
は
、
『 太

平御

覧
』巻

九五

七

「木部

・ 杉

」
の条

に
劉
欣
期
の『

交
州
記
』
を
引
き
、
合
浦の東の

杉
の

葉
が風

に
乗

っ
て
洛陽城

内
に
入

っ
た
という

話
を
の
せる

。
「漢使金嚢

の

贈
」
は
、
『 史記

』
「陸
質
伝
」
に
あ
る
、
漢
の
高祖

の
使
者と

し
て
南越

に
赴

ロ ー

　

ー



四
二

高

　

木

　

重

　

俊

い
た陸

買
が
、
王
の尉柁の歓

得を

受
け
、
宝
玉
と千金を

贈
ら
れたという

故
事
に
も
と
づ
く
。
「佳
人錦

字の

書
」
は
、
『晋
書
』
「 賞

潜妻

蘇
氏伝

」
に
あ

る
、
前
秦
の
秦
州刺

史
費
潜が

流沙の地

に
左
遷さ

れたとき

、
妻の蘇

氏
が

錦に

回
文
詩
を
織
り
込
ん
で
夫
に
贈

っ
たと

い
う
故事

に
も
とづ

く
。
彼
は
洛

陽
の
故園

に
帰りたい

気
持
に
迫
ら
れ
て
桂
江
の
魚
も
喉を通

ら
ず
、
妻か

ら

の
便りを何

物
に
も
替
え
難い

ものと

し
て
待
ち
わ
び
て
いるの

で
ある

。

　

一
方
、
彼
は
修
史学士

の
呉
競
に書

状
を送

っ
て
い
る
。
「在
桂州

与
修
史
学

士
呉
競書

Ｌ
が
それ

で
ある

。
彼
は
その

中
で
、
炎
荒ｏ

魁
魅・ 難

題
ｏ
腿
風
ｏ

儀
馳圭母

薄
の
劣悪

な風

土
に
降
馳
せ
ら
れた自分

は
、
「
心
は
神
理に

懸
り
て
、

実
に生

還
を翼

ふ
も
、
関
は
鬼
門と号

し
、
常
に
死別

を憂

ふ
」
る
あ
り
さま

で
あると訴える

。
そ
し
て
、
自己の

流誠に係る事情に

つ
い
て
は
、
思い

が
け
ない

こ
と
に
、

一
人が

自
分を

殿
訴
し
た
ら
、
衆
人
も
争

っ
て
喧
伝
し
、

つ
い
に
虚声

に
よ
っ
て
真
の罪を加

え
ら
れた

が
、
幸い

に
皇明の昭

宥
に

よ
っ
て
死
罪を

免
れ
たのだと経

緯
を
語り

、
さ
ら
に
、
皇明

に
上答

す
る
す

べ
の
な
い自分

は
、
「松
竹の操

・金石

の
堅
」
を持ち

、
衆
人
の

「謡
議
」
に

雷同

す
ること

を
し
な
か
っ
た呉競

に
す
が

っ
て
、
弁明を計る

し
か
な
いと

述
べる

。
全
文
に
切
迫
し
た感情

が
張
るが

、
と
り
わ
け
、

　

遠識古

人
之
懐
、
敢
申窮鳥之

請
。
如季布之

諾
、
乃
重
於黄

金
、
延陵

之
許
、
寛懸

於
費
剣
。
生
負
食花之恵

、
死
効
結草

之誠

。
刺血

篇
書
、
菌

不好

一
。

という表現

に
は
、
悲壮

な
趣き

が
漂

っ
て
いる

。
し
か
し
、
呉
競
に
朝廷

へ
の取

り
なし

を
懇願

す
るこの

書
状
に
は
、
二
度
に
わた

っ
て
嶺表

に流

さ

れる

に
至
っ
た
みず

か
ら
の
行状

に
つ
い
て
、
全
く
改俊

の言

を記

し
て
いな

い
。
「皇明

は
昭宥

せ
ら
れたの

に
、
衆
人
の
殿謎

によ

っ
て
自分

は
降
諭され

た
」
と
い
う
弁
明
は
、
か
つて

彼
が瀧

州
に
流
さ
れ
た
道中

の
言と

全く

同
じ

で
あ
る
。
こう

し
た
自
己
正
当化

の
発
言
か
ら
す
れ
ば
、
仮
に
呉
競
が
この

書

状
を春

宗
の上

覧
に
供
し
た
と
し
ても

、
恩
赦
を
被る

こ
と
は
あり得

な
か
っ

た
で
あろう

。

　

さ
て
、
宋之

間
は
景雲

元年

（ 七一 ０）

秋
に
桂
州
に
至
っ
た
のち

、
前
述

し
た

「桂州三

月
三
日
」
の詩

が
あ
ると

ころか

ら
、
桂
州
で
も短く

と
も

半年

間
を過

ごし

た
の
は
確
実で

ある

。
彼
は
その後

ど
う
な
っ
た
の
で
あろ

うか

。
『 新

唐
書
』
本伝

で
は
、
春
宗
が
即
位
し
た
の
ち
、
宋
之
間
は
欽
州
に
流

され

る
途
上
、
再
祖
薙ととも

に
桂
州
で
死
を賜わ

っ
た
と言

う
。
ま
た
、
『 旧

唐
書
』
「
周
利貞伝

」
に
は
、
玄
宗
が
正位

し
た

（先天元年

八
月
）
とき

、
周

利貞

は
酵季剰

ｏ
宋
之
問
とと

も
に
桂州

駅
に
て
死
を賜わ

っ
たとい

う
記事

が
ある

。
両伝

は
宋
之間

の
桂州

賜死

説にお

い
て
は
共
通
す
る
が
、
そ
の
時

期
、
な
ら
び
に
と
も
に
刑
死
し
た
人
物
に
食い違い

が
ある

。
そ
こ
で
次
に
両

伝の記

事に検

討
を
加
え
ること

に
す
る
。

　

ま
ず
、
『 旧

唐
書
』
「
周
利
貞伝

」
の
方を先

に
取
り
上
げ
る
。
彼
は
武
三
思

の
「
五狗

」
の
ひ
とり

で
ある酷吏

で
、
『 新唐書

』
本伝

に
よると

、
彼
は
神

龍
二
年
七
月
に武

三
思
と自

己
の
内
兄
に
あたる窪提

の
意
を
承
け
、
張易

之

兄
弟
を打

倒
し
た
敬嘩

ｏ
桓
彦
範

・
表
恕己

ら
を
暗殺

す
る
。
そ
し
て
前述

し

たよう

に
、
先
天
初年

に
は
広州

都
督
とな

っ
て
、
催提の密

命
に
より劉

幽

求
を暗殺

し
ようと

し
て
、
桂
州
都
督
の
王陵

に
阻
ま
れ
て
い
る
。
の
ち
、
開

元
年
間に

は
、
浩
州
刺
史

ｏ
珍
州
司馬

ｏ
辰
州
長
史

・
鷺
州
長
史
と左遷され

続
け
、
つ
い
に
梧
州
で
死
を
賜
わ
っ
た
。
彼
は
玄
宗の

開元

年間のか

な
りの

時
期
ま
で生き

たこと

に
な
り
、
『 旧唐書

』
本伝の記

述
と
大幅

に
食い違う

が
、
『 新

唐
書
』
の
記事

は
詳密

に
彼
の
足跡を記

し
て
お
り
、
信悪性

が
高い

。

ま
た
、
醇
季誕

は
両
唐
書
に
本伝

が
あり

、
『
旧
唐
書
』
では

「良吏

」
に
列
せ

ら
れ
て
いる

。
彼
は
張
易
之兄

弟
を謙

し
た
功
に
より戸部侍郎と

なり

、
敬



宋之間論 （下）

輝
ら
に
武
三
思を

も
殺
すよう勧

め
たが

従われ

ず
、
敬
嘩ら

が
武
三
思に

暗

殺され

る
に
及んで

、
傭州

司馬

に
左
遷され

、
薬
を
仰い

で
死
ん
だ
。
『 資治

通鑑

』
に
よれ

ば
、
そ
れ
は
神
龍
二
年

（七
〇
六）七

月
の
ことで

ある

。
ま

た
、
春
宗
が
即位

し
た
のち

、
醇
季終に

左御史大

夫
を
追贈

し
、

一
子
に
官

を
与
え
た
と
両
唐
書本

伝
に
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
ると

、
周利貞と

醇

季
剥
が
玄宗

の正位

ののち

に
桂
州
駅で

死を

賜
わ
っ
たと

いう『 旧

唐
書
』

「
周利貞伝

」
の
記
載
は
事実でな

いこと

に
なり

、
彼
ら
とと

も
に
宋之問

も

死を賜

わ
っ
た
と
いう

のも

、
き
わめ

て
信
娠性

が
低
く
な
る
。

　

次
に
『 新

唐
書
』
「
宋
之問

伝
」
の
、
再
祖薙と

とも

に
桂
州
で
死
を賜

わ
っ

たと

い
う説

を
見
てみよ

う
。
両
唐
書

「
王
同鮫

伝
」
には

と
も
に
春
宗
が
即

位
し
た
のち

王
同
絞
の官爵を

復
し
、
再
祖確

り 李懐

ら
を
謙
し
たと

ある

。

王
同
峻
が
張
仲
之
ら
と武

三
思
暗殺を

謀
り
、
皆
祖
雅

６ 李俊

、
宋
之
遜

ｏ
宋

之
問
ら
の密告

に
よ
っ
て
刑
死
し
た
こと

は
、
す
でに

本稿上

篇
で
述べた

。

『資治通鑑

』
に
よ
れ
ば
、
その王

同
鮫
の官爵を

復
し
た
の
は
景雲

元
年

（ 七

一
０
）
＋
一
月
で
あり

、
主
同
鮫の

名
誉回

復
は
再祖確

り 李

俊
ら
の処

刑
と

前後

し
て
行われたと

見る

の
が自

然
で
あ
るか

ら
、
彼
ら
の処

刑
は
景雲元

年
十一

月
前後と

考
え
て
よいだろ

う
。
宋
之問

も
王
同鮫

事
件の密告

者の

ひ
とりで

あるか

ら
、
彼
ら
と
同
時に

処
刑
され

ても

不
思
議
は
な
い
の
で
あ

るが

、
そのころ彼

は
桂
州
に
お
り
、
「桂
州三

月
三
日
」
の
詩
が
示
すよ

う
に
、

景雲

二
年
三
月
には

健
在で

あ

っ
た
のだか

ら
、
彼
が
再祖薙

とと

も
に
処刑

さ
れ
たと

は
考
え
に
く
い
し
、
現
に
、
「
王
同鮫伝

」
の
記
述
には再

祖確

と李

俊
ら
が
謙
され

たとあ

るもの

の
、
宋之間

の
名
は
出
て
こ
な
い
。
で
は
、
『 新

唐
書
』
「
宋之

問
伝
」
の
、
梼
祖薙

ｏ宋之問

の桂

州
賜
死
説
は
ど
の
よ
う
に
見

る
べ
き
な

の
か
。

　

同
伝
には

賜死

の詔を得た再祖確

と
宋之間

の
逸
話
が
次
のよう

に
記さ

れ
て
い
る
。

之問

得
詔
震汗

、
東西

歩
、
不
引決

。
祖薙

請
使
者日

、
「之
間有妻子

、

幸聴

訣
。」
使者許之

。
而之

問
荒俸不

能
魔
家事

。
祖薙

怒
日
、
「典公

倶

負
園
家
常
死
、
奈何

遅
回
邪
。
」
乃
飲
食
洗休

就死

。
祖
薙
、
江夏王道

宗
甥
、

及進士

第
、
有
名
千時

。

　

こ
の逸

話
は
、
死
に
臨
んで

の宋之間

と轡祖

薙の態

度
の
相違

を
ことさ

ら
に
強調

し
て
いる

と
読める

。
とり

わ
け
脊祖

薙
が
江
夏王の甥

で
あ

っ
た

旨
の記

述
は
、
彼
の
血
統
の正

し
さ
を
示
し
、
その潔い態度を際

立
た
せ
る

の
に
効果

的
で
ある

。
しかし

脊
祖
薙
は
、
前述

し
た
よう

に
王
同鮫

や張

仲

之の謀議

を
武
三
思に

密告

し
、
そ
の功

に
よ
っ
て
侍御史と

なり

、
武
三
思

の

「
五
狗
」
の
メ
ン
バ
ー
と
な

っ
た人

物
で
ある

。
『 新

唐
書
』
「桓
彦
範
伝
」

に
付
された

「虞
襲秀伝

」
に
よ
ると

、
神龍

二
年
七
月
、
監
察御史

で
あ

っ

た慮

襲
秀
が
、
南
方
に
流
諦
され

た
敬
嘩

ｏ
桓
彦
範と友

善
で
あ

っ
た
罪
に
よ

り
、
刑
部侍郎

再
祖薙の

按問

を
受
け
た
。
慮
襲
秀
は
怒色あ

ら
わ
に
自
白
を

迫
る再祖薙

に
屈せ

ず
、
逆
に
、
「如
し
独り

襲秀を殺さ

ば
、
恐
ら
く
公
は
高

枕
し
て
限る

を
得
ざ
らん

」
と脅か

し
た
。
再祖薙

は
顔
色
動
揺
し
て
直
襲秀

の
手
を
握
り
、
「
ま
さ
に
公
を活か

す
べ
し
」
と
述べ

てつ

い
に
罪
し
なか

っ
た

という

。

　

梼
祖薙には

本伝が

ない

の
で
こ
れ以

上のこと

は
不明

で
ある

が
、
こ
れ

ら
の
事実か

ら
判
断
す
る
限
り
、
さき

の
逸
話
に
記される

よ
う
に
、
死
に
臨

んで

う
ろた

え
る
宋
之
間
と
は
対
称
的
に
再祖

薙が

毅
然と

し
て
死
に
就いた

と
は
信
じ
が
たいの

で
あ
る
。
この

逸話

は
何
を
典拠と

し
て

『 新

唐書

』
に

弓
か
れたか不明で

ある

が
、
宋之間

の往

生際

の
悪
さ
を
強調

す
る
、
き
わ

め
て
説話

的
色
彩
の
濃
い
ものと言

っ
て
よい

。
さ
らに

こ
の逸

話
で
不
可思

議な

の
は
、
害祖薙が

勅使

に
対
し
て
、
宋
之間

には

妻子が

いる

か
ら
訣別

する時

間を

与
え
％
よう

懇請

し
た件

り
で
あ
る
。
前
に
引いた

「桂
州三

月
－



高

　

木

　

重

　

俊

一 ニ
日
」
詩
に
見
ら
れるよう

に
、
宋之問

は
妻子を故郷

に残

し
て
あ

っ
た
の

である

。

　

これ

ら
の
事情を勘案

す
ると

、
宋
之問が

桂州

で
死
を
賜わ

っ
たとい

う

話
は
、
不
確
実
な
もの

と
な

っ
て
く
る
。
加
え
て
、
彼
に
は「

下
桂江

県饗

壁
」

「下桂江龍

目灘

」
「経梧

州
」
「発藤

州
」
という詩

が残さ

れ
て
おり

、
こ
れ

らは

、
彼
が
桂州

か
ら
舟
で溝江

・
桂
江
を
下

っ
て
梧
州
に
出
、
潟
江
を翻

っ

て
藤
州

（ 広西

壮
族自

治区藤

県
）
に
至
り
、
さ
ら
に
そ
こ
を出発

し
て
西
行

ず
る経路

を
示
し
て
いる

。
これ

は
欽
州
に
至
る道

程
で
あり

、
し
かも

、
初

回の

瀧
州
流
調
のル

ー
ト
と重複

し
ない

。
とな

る
と
、
『 新唐

書
』
本伝の桂

州
賜死

説
は
誤り

で
、
『 旧

唐
書
』
本伝の

欽
州
賜死

説
が
正
し
いというこ

と

に
なる

。

　

そもそも

、
越
州
か
ら
欽
州
に
流
さ
れ
るの

に
、
荊
州・

桂州

を
経由

す
る

の
は
いか

に
も
不自然

で
ある

。
そ
こ
で
前述

し
たよう

に
、
越
州
長
史と

し

て
荊
州
府に使い

し
、
そ
の
用
務先の

荊州

で嶺南

再
配流

の命

を受

け
、
そ

の
まま

旅
立
っ
たの

で
ある

と想定

し
た
の
だ
が
、
も
し
荊
州
で
欽
州
配
流の

命
を
受
け
たの

で
あ
れ
ば
、
途
中
の桂

州
で
さ
きに見たよう

に半

年間

も滞

在
す
る
の
は
、
これ

もま

た不自然と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ない

。

　

そこ

で
、
次
の
よう

な
推
測
が
成り立

つ
で
あ
ろう

。
宋
之間

は春

宗
が
即

位
し
た
お
り
に越

州
か
ら
桂
州
に
流され

、
そ
し
て
さ
ら
に
欽
州
に
再流諭さ

れ
て
、
そ
こ
で
死
を賜わ

っ
たの

で
あると

。
この

考
え
方
に
立つ

と
、
彼が

桂州

に

も
短く

と
も
半
年間滞在

し
たこ

と
、
欽
州

へ
の
道程

を
示す

と
思

われる

詩
が現

在す

ること

に
つ
い
て
の
説
明が

可能

にな

る
。
桂
州
滞在

が

長
期
に
わた

り
、
欽
州
に
至
っ
て
ただち

に
死
を賜わ

っ
て
い
るとこ

ろか

ら

桂
州
賜
死
説
が生

ま
れ
、
そ
れを

も
と
に
、
脊
祖
薙と

の
臨終の

説話

が生

ま

れた

の
で
あろう

。

　

そ
れ
で
は
宋
之問

が
欽
州
で
死
ん
だ
の
は
い
っ
のこ

とで

あ
ろう

か
。
彼
が

桂州

か
ら
さ
らに

欽
州

へ配

流される

には

、
そ
れ
なり

の
政
局の

転
換
が

あ

っ
た
と
想
像さ

れ
る
。

先
天元

年

（ 七

：

一 ）八

月
、
玄
宗
は春

宗の

退
位
を
承
け
て
皇帝

の
位
に

即
いた

。
し
か
し
、
軍
国の大事

は
上
皇と

な

っ
た
春
宗
が
握

っ
て
お
り
、
ま

た
、
宰
相
には

太平

公
主の

党
与
が
多
く
、
玄
宗
は
き
わ
め
て
不
安
定な

地
位

に
あ

っ
た
。
翌二

年
、
太平

派
は
玄
宗
を
廃
し
て
兄
の
宋王

李成

器
を立

て
よ

うと謀る

に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
常元楢や李慈

が
七
月
四
日を

期
し
て
羽
林

軍
を
率
い
て
玄宗打倒

の軍

事行動

を起

こす手

は
ず
を
整
え
た
が
、
そ
の前

日
、
玄宗

側
の
緊
急
処
置
に
よ
っ
て
事
は
未
然
に
終わり

、
玄宗

は
上
皇か

ら

軍
国
の
政刑

の
委譲

を
受
け
て
権
力
体
制
を確立

し
た
。
こ
の政変

で
太平

公

主・ 賓

懐貞・

薫
至
忠

・
常元摺

ら
は
課
せ
ら
れ
、
太
平
公主

に私侍

し
た窪

提
や
塵蔵

用
ら
は
嶺南

に
流さ

れた

。
この

とき

、
先
元
二
年
七
月
で
ある

。

　

『
旧
唐
書
』
「宋
之問

伝
」
に
は
、
「先
天中

、
死
を徒

所
に
賜
は
る
」
とある

が
、
宋
之
問も

こ
の
政変の

余
波
を
受
け
て
、
桂
州
か
ら
さ
らに

欽
州
に
移
さ

れ
、
死
を賜わ

っ
たの

では

ある

ま
いか

。
そ
の
時
期
は
、
彼
の
現在

す
る

後の

詩
と考

え
ら
れる

「
発
藤
州
」
に
、
「舟
を淀べ

て
雁渚

に
依る

」
「露
は

千花の

気を

夏
ほ
す
」
と
いう

句
が
あ
るとこ

ろか

ら
、
先天

二
年（

七

一
三
）

秋か

ら
冬
に
か
け
て
であ

ろ
う
。
とす

ると

、
彼が

桂
州
に
い
た
の
は
、
約
二

年
間の

こ
とと

なる

。

　

桂
州
か
ら
欽
州

への

再流調の

旅
で
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
心情を次の

よ
う

に
う
た
う
。

舟子

怯
桂水

　 　

舟
子

　

桂
水
に
怯
え

言斯

路
難

　 　

言す

　

斯
の
路
の
難
き
を

吾
生
抱
忠
信

　 　

吾
が生

　

忠信

を
抱
きたれ

ば

吟嘘

目
安
閑

　 　

吟嚇

し
て
自
ら
安閑た

り



宋之間論 （下）

旦別己千歳

　 　

旦
に
別
れ
て

　

己
に
千
歳

夜
愁
勢菌

端

　 　

夜
の愁

ひ

　

万端

を
労
す

　 　

（「
下桂江

懸
饗
壁
」
）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

た
も
と

　 　

ふ る

揮狭日

凡幾

　 　

狭
を
揮ふ

こ
と
日に

凡そ

幾

こ

我行

途
己千

　 　 　 　

た び

せ ん り

　 　 　 　 　 　

我
が
行

　

途

は
己
に
千な

り

虞投蒼

梧
郡

　 　

唄て

蒼梧郡

に
投
じ
な
ば

愁
枕
白
雲
眠

　 　

愁
ひ
て
白
雲
に
枕
し
て
眠
ら
ん

　 　

（「下桂江

龍
目
灘
」
）

丹心

江北死

　 　

丹心

　

江
北
に
死
し

白
髪
嶺
南
生白

髪

　

嶺南

に
生
ず

魅
魅
天
選
圃

　 　

魁
魅

天
辺の

国

窮
愁
海
上城

　 　

窮
愁

　

海
上の

城

勢
歌意無

限

　 　

労
歌

　

意

限
りな

し

今日

鴬
誰
明

　 　

今日

　

誰
が
為
に
明
ら
め
ん

　 　

（「 愛

藤
州
」
）

七

た
も
と

　 　

ふ る

狭
を
揮ふ

こ
と
日に

凡そ

幾た

び
ぞ

　 　 　

た び

せ ん り

我
が
行

　

途
は
己
に
千な

り

　

宋
之
間
は
逸話

に
富
む
人
物
で
ある

。
「奪
錦砲

」
の故

事

（
『 晴

唐嘉話

』

巻下

）
、
武后

が

「之間

は
才
は
ある

が口過

（ 歯疾）

がひ

ど
い
」
と評

し
た

話
（
『 本事

詩
』
「
怨憤

」
）
、
脊
祖薙とと

も
に
死
に
臨
ん
で
うろ

た
え
た話

（『 新

唐
書
』
「宋之問

伝
」
）
は
す
でに

本文

に
引
用
し
た
が
、
この

ほかに

、

先行

きに

対
す
る
言
い表

わ
し
よう

の
な
い
不
安
は
、
「忠信を

抱
い
て
い

る
」
と自己暗

示をか

け
、
「狭を揮

つ
」
て
自
己を励

ま
し
てみ

たと

こ
ろで

、

拭い去る

こ
と
は
できな

い
。
桂
水
の驚

涛
に
も
ま
れる小

舟
は
、
転
変
の
生

涯をた

ど

っ
た
宋
之間

自
身を

暗
噛し

て
い
る
か
の
よう

で
あ
る
。

彼
は
先天

二
年
の
秋か

ら
冬
に
、
欽
州
で
その

生
涯を

閉
じ
た
。
五十八

歳

で
あ

っ
た
。
こ
の
年
の
十二

月
、
世
は
開
元
と
改
め
ら
れ
、
太平

の世の幕

が

開
く
。
と
同時

に
、
文学史

に
お
け
る初唐

は
、
終
りを

告
げ
るの

で
ある

。

景龍

三
年
正
月
晦日

、中
宗
は
昆明池

に
宴
し
て
群
臣
に
詩
を
賦
せ
し
め
、

上官

昭容

に
品評

させ

た
。
昭容

は
総
楼上

か
ら
落
選
作
を
投下

し
てゆ

き
、

後

に沈

栓
期
と
宋
之問の詩裳

が
残

っ
た
。
やや

し
ば
ら
く
し
て
落ち

て

来たの

は
沈
栓
期の

作
で
、
宋之問

が
僅差

で
第

一
等
にな

っ
た
。
（
『 全

唐

詩話』巻

一
「上
官昭容

」）

　

宋
之問

が杭

州の霊

隠
寺
で
作
詩
に
詰ま

っ
て
苦
吟
し
て
いたと

き
、
老

僧
が
続
句
を
教
示
し
て
く
れた

。
翌朝その

僧
は
姿
を
消
し
た
が
、
そ
れ
は

か
つて

武
后
打
倒の

軍事行動

に
参
加
し
て
行方

不
明
に
な
っ
て
いた略賓

王
で
あ

っ
た
。
（
『本事

詩』

「徴
異
」
）

　

宋
之
問
が
甥
の劉希

夷
の

「年年

歳歳花

相似

、
歳歳

年年人不

同
」
の

句
を
譲

っ
て
も
ら
お
う
と
し
て
拒
否さ

れ
、
そ
れを恨

ん
で
土嚢

で
劉希夷

を
圧殺

し
た
。
（
『 劉賓

客嘉

話録

』 ）

　

な
ど
が
あ
る
。
右
の
賂賓

王
が
登場

す
る話

は
、
文中で

老
僧
が
「少年よ

、

夜
夕
久
し
く
し
て
兼
ね
ず
、
吟調

し
て
甚だ苦

し
める

は
何ぞ

や
」
と
声
を
か

け
た
こ
と
に
な

っ
て
いる

。
本稿上

篇
で
述べ

た通

り
、
略
賓王と宋之間

に

は
親交が

あり

、
ま
た
、
酪
賓
王
が
失
際し

た
文明元年

（
六
八四）の

時
点

で
さ
え
、
宋
之間

は
二
十九歳

で
あ

っ
たのだ

か
ら
、
この

話
は
宋之

問
が
越



四
六

州
に
左遷され

霊
隠
寺を

訪
れた事

実にか

ら
ませ

た虚構

で
あ
る
。
次
の
劉

　 　 　

由
に
詩
に
形
象
化
す
る上

で
、
重い束縛

を
強い

ら
れる

。
彼
の
場合

、
宮廷

希夷

を
圧
殺
し
たとい

う
話
も
、
『 大

唐
新語

』巻八

に
は

「
（「代悲

白
頭
翁
」

　 　

を離れた流諦

の
境
遇
にお

い
ても

、
常
に
他
人
の視

線が

ち
ら
つ
い
て
いる

の
）
詩成

り
て
未
だ
周
な
ら
ず
し
て
、
好の殺

す
所と為る

。
或
は
宋
之
問こ

　 　 　

よう

に
思
われる

。
「晩
泊湘

江
」詩
は
、
彼の

二
度
日
の
嶺
南流

諦の

お
り
に
、

れ
を
害すと云

ふ
」
とあり

、
宋之

問
が
殺害

し
たというの

は

一
説と

し
て

　 　 　

荊州

を発

っ
て
湘
江
を湖

上
し
て桂州

に
向か

う
途上

の
作品

で
ある

が
、
そ

、

　

るのみ

で
ある

。

　 　

で

　

メ

　 　

るというの

は
き
わ
め
て

　 　

な
殺害

　 　 　

こ
では

次のよう

に
うた

わ
れ
て
いる

。

高

　

木

　

重

　

俊

の
）
詩成

り
て
未
だ
周
な
ら
ず
し
て
、
好の殺

す
所と為る

。
或
は
宋
之
間こ

れ
を
害すと云

ふ
」
とあり

、
宋之

問
が
殺害

し
たというの

は

一
説と

し
て

載
せ
るのみ

で
ある

。
土嚢

で
圧
殺
す
るというの

は
き
わ
め
て
奇怪

な
殺害

方
法であ

る
か
ら
、
そ
れが事実で

あ
れ
ば
、
『大
唐
新語

』
に書

き
とめ

ら
れ

て
い
て
も
よさ

そ
う
な
もの

で
ある

。

　

こう

し
て
見
る
と
、
宋
之
間
に
関
す
る
逸
話
に
は
、
説話

性の高

い
もの

が

多
いと

いうこ

と
にな

る
。
彼の逸話

が説話化

し
て
い
く
の
は
、
彼
が
そ
れ

だ
け
著
名
で
あ

っ
たの

を
示
す
が
、
彼
が
著
名
で
あ

っ
たの

は
、
実
に
、

一
方

で
は
華
麗で

洗練さ

れ
た詩

を作りな

が
ら
、
他
方
では

権倖

に
阿
諌
追従

し

て
保身に汲

々
と
す
るという

、
この隔

絶
し
た
両面性

に
よ
る
。
そ
れ
が
彼

を話題の

人
物
に
押
し
上
げ
たの

で
ある

。

彼
は
か
つて

越
州

へ
の左

遷
の旅の途上

、
丹徒県

令の

李
某
に
対
し
て
「
子

の
良
媒
に
遇
ふ
を期

す
Ｌ
という

言
葉を

贈

っ
た
が
、
こ
の
「良
媒
」
こ
そ
が
、

彼
の
栄達

の手

が
かり

で
あ

っ
た
。
彼
は
権
力への欲

望
が
渦
を
巻く

宮廷

に

お
い
て
、
張易

之
兄
弟
、
武
三
思
父
子
、
章后

、
太
平
公
主
、
安
楽
公
主と

、

良
媒
を
求
めて

の
遍
歴
を繰り

返
し
た
。
役の

願
望
は
結
果と

し
て
こと

ご
と

く
失
敗
に
終

っ
た
が
、
彼
の一

生は

、
詩
才を立

身
の拠り

ど
ころと

し
、
良

媒
に
す
が

っ
て
栄達を

は
かろう

と
し
たもの

と
言
っ
て
よ
い
。

彼の

宮
廷詩

人と

し
て
の
名
声
は
朝
野
に
喧伝さ

れ
た
。
その作品

は
侍
宴

応
制
の
も
ののみ

なら

ず
、
『旧
唐
書
』本伝

に

「之
間

　

再
び
鼠誠を

被
り
、

途
に
江

・
嶺を経

て
、
有る所

の篇詠

は
遠近

に伝

布す

」
と記されるよう

に
、
流諦中

の
作品

ま
で
も
が
人
々
に
調
諏
さ
れ
たの

で
ある

。
他人

に
読
ま

れ
るこ

とを前提と

す
る
作詩環境

は
、集団

的文

芸
が
盛
行
し
た
この

時
期
、

宮廷詩

人に

宿命づ

けら

れた

も
の
と
は
言
え
、
個
人
的
な
感情

や信念

を目

五
嶺
栖
僅
客

　 　

五
嶺

　

晒
僅
の客

三湖願

額
顔

　 　

三湘

　

願額の

顔

況
復秋

雨
霧

況
ん
や復

た
秋
雨
露
れ
て

表
裏
見衡

山表

裏
に
衡
山を

見
ろを

や

路途鵬南

蒋

　 　

路
は
鵬
を
逐
ひ
て
南
転
するも

心
依
雁北還

　 　

心
は
雁
に
依
り
て
北
還せ

ん
と
す

唯
徐
望
郷涙

　 　

唯
だ
余
す

　

望
郷の涙

更
染竹成斑

　 　

更
に
竹
を
染め

て
班
と
成
す

　

この

作品

には

再
び
嶺南

に
赴
く深い悲

し
み
が
こ
め
ら
れ
て
は
いる

が
、

その悲

し
みの

深さ

そ
のもの

を
うた

お
う
と
す
る
以
前
に
、
そ
れを

ど
のよ

う
に
表現

す
る
かに

重点

が
置か

れ
て
い
る
。
総
じ
て
、
嶺
南や

越
州
に
お
け

る流諦

中
の
作品に

は
、
北
方
と
は
異
質の

風
土
が
鏡
舌
に描かれ

るこ

と
が

多い

。
その

異質の

風土

は
、
その中

に難渋

の
日
々
を送

る
作
者の姿とと

も
に
京
師
の
人士

に
伝
え
ら
れる

の
で
ある

。
彼
の流

諦中

の
作品

は
、
彼
が

京
師
の
人士

に
対
し
て
提
供
す
る
、
みず

か
ら
に
関
す
る情報で

もあ

っ
たの

で
ある

。
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
みずか

ら
の
中朝へ

の
復帰を願

っ
た
の
で

あ

っ
た
。

　

彼
は
二度

に
わ
た
っ
て
嶺
表
に
投ぜ

ら
れた

。
し
か
し
、
その体験も

、
彼

の文学

に
根
本的

な
変
化を生

じ
させ

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、



宋之間論 （下）

文学は

自己の

信
念や主

張
を
託
す
べき

もの

では

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

が
か
つ
て
青年時

代
に
選返

し
親
し
く
敬慕

し
た
初
唐の

四
傑
、
な
ら
びに

方

外の

親交を

結
ん
だ陳子

昂
には

、
それ

な
りの文

学
的主張

が
あ

っ
た
。
そ

の主張

の個

人
差と

、
実作

に
お
け
る
成
就
度
の
問
題
は
ある

にし

ても

、
彼

ら
の
文学

的
主張

は
おお

むね斉

梁
詩
風
を
否
定
す
る
もの

で
あ

っ
た
。
ただ

彼
ら
は
宋之

間
と
ち
が

っ
て
宮廷文

壇
の
外
に
身を置

く者たち

で
あり

、
朝

官た

るこ

と
を
求
め
て
声高

に
自己

の
主張

を
開陳

し
な
け
れ
ば
なら

な
い事

情が

あ

っ
た
。
彼
ら
の文学論は

、
文学

の理想

と自分た

ち
の将来とを重

ね
合
わせた

も
の
だ

っ
た
の
で
ある

。
そ
れ
に
対
し
て
宋之間

は
比
較
的
容
易

に
宮廷

詩
人
の地位を

手
に入

れ
、
栄
誉
ある現

実
を
そ
のま

ま
に
受
容し

て

作
詩
に
専
念
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
た
と
え
彼
が
配流

の
境
遇
に
い
ても

、
中
朝

へ
の復帰

の
願
望
が
消滅

し
な
い
かぎ

り
、
彼
は
自己

の
文
学
の方向を

変
換

す
る必

要
が
な
か
っ
た
こと

に
な
る
。
加
え
て
彼は

、
四
傑や陳

子
昂
の不

遇

な生

涯
を
熟
知
し
て
い
た
。
彼
は「

辞業

」
と

「官成

」
（と
も
に

「祭
杜学士

審言

文
」
）
の両

立
を
求
め
、
詩
の
才
能
を
拠り

ど
ころとし

て
、
与
え
ら
れ
た

栄誉あ

る地

位
に
す
が
り
つ
こ
うと

し
た
の
で
ある

。
彼
は
思
想信

念
に
よ
っ

て
では

な
く
、感性と上

昇
指
向性

に
よ
っ
て
行
動
す
る人

物
な
の
で
あ

っ
た
。

彼
は
みず

か
ら
の感性

に
よ
っ
て
宮
廷
詩
人
と
し
ての

名声

を
か
ち
得た

。

そ
し
て
、
宮廷を

離れ

て
も宮廷

詩
人で

あり

続
け
ようと

し
た
。
彼
の
生
涯

は
、
ま
さ
に「

文士

」
「
詞
人
」
と
し
て
の
それ

で
あ

っ
たと

言
え
る
の
で
ある

。

　 　 　（１
）安東俊

六

「初
唐詩の

作
者
・作
品に

関
す
る
異説に

つい

て
ーー宋之

間の

詩
の

　

ば
あ
い
ーー（

『 中国

文学論集

』
第
二
号
、

一 九七

一
年
五
月
、
九
州
大学

）

（ ２）

安
東
氏
前掲

論
文
。

（ ３）『 全

唐詩』巻

：

○で

は
、
この

詩の

作
者
を
一
に
張講と

も
記
すが

、
彼
もま

　

た宋之

問
が
考
功員外

郎で

あ
っ
た
時の進士

登第者で

ある

。

（ ４）『 旧

唐
書
』
「武
延
秀
伝
」
に

「文士

宋十 之問

・沈後

期
云
々
」
と言い

、
同

「武
崇

　

訓
伝
」
に

「詞
人沈

俊期

・ 宋之問

云
々
」
と
あ
る
。

（ 本学

教
授

　

函
館
分校

）
四
七


